
12月２日以降の
医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等について

厚生労働省 保険局



【9月分実績の内訳】

※紙の保険証受診であってオンライン資格確認を利用しない場合も含めた資格確認総件数は、直近で約2.46億件（令和５年６月）

オンライン資格確認の利用状況

※利用率=マイナ保険証利用件数/オンライン資格確認利用件数

合計
マイナンバー

カード
保険証

病院 12,669,330 3,052,854 9,616,476

医科診療所 80,550,382 9,267,062 71,283,320

歯科診療所 13,779,140 2,674,074 11,105,066

薬局 88,689,767 12,153,822 76,535,945

総計 195,688,619 27,147,812 168,540,807

＜参考＞

令和６年９月のマイナ保険証利用人数（1,384万人）から、当該月に医療機関に受診した人の推計値（6,615万人）を用いて、一月に医療機関を受診した人のう

ち、マイナ保険証を利用した人の割合（推計値）を算出すると以下のとおり。

※医療機関受診者数とマイナ保険証利用者数は、月内に保険者を異動し、両保険者において医療機関を受診した又はマイナ保険証を利用した場合はダブルカウントされる。

※医療機関受診者数については、加入者数に患者割合をかけることで算出。加入者数については令和6年5月までは医療保険医療費データベースによる実績値、6～9月は過去の伸び率から推計して算出。

患者割合は、令和4年度の医療給付実態調査における診療種別計の患者割合を元に、医療保険医療費データベースにおける直近の入院外＋歯科の受診率を用いて推計し算出。

※医療機関受診者のうちMNC保有者及びマイナ保険証保有者の算出は、全人口のうちMNC保有者（75.2％）やMNC保有者のうちマイナ保険証利用登録者（81.2%）を用いて推計。

医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合 20.9%

医療機関受診者（MNC保有者）に占めるマイナ保険証利用者の割合 27.8％

医療機関受診者（マイナ保険証登録者）に占めるマイナ保険証利用者の割合 34.3％

特定健診等情報
（件）

薬剤情報（件） 診療情報（件）

病院 786,746 516,519 1,284,119

医科診療所 2,804,091 3,564,150 7,557,646

歯科診療所 634,123 581,431 562,021

薬局 3,713,761 3,174,700 6,072,891

総計 7,938,721 7,836,800 15,476,677

8034 
8846 

11804 

13165 
14200 

15214 15501 
15732 

16198 
17334 

16766 

17781 

16363 16791 
18485 

18439 
18431 

18922 

20498 
19596 

19569 

0

5000

10000

15000

20000

25000

122 
157 

267 

829 

853 
849 

781 

735 
736 

779 

727 
763 753 

838 

1010 

1210 

1425 

1874 

2281 

2436 

2715 

1.52%
1.78%

2.26%

6.30%
6.01%

5.58%

5.04%
4.67%

4.55%

4.50%

4.33%

4.29%
4.60%

4.99%

5.47%

6.56%

7.73%

9.90%

11.13%

12.43%

13.87%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

1



施設類型別のマイナ保険証利用率の推移
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マイナ保険証の利用状況

※ 利用割合＝MNC利用件数 / オン資利用件数
※ オンライン資格確認利用件数50以上等の施設を対象に算出（施設数：143,596(R5.12)、172,676(R6.9)）

■マイナ保険証利用割合ごとの施設数の分布（利用件数割合） 令和5年12月、令和6年9月時点

3%未満の施設が占める割合

49.2%(R5.12) →12.3%(R6.9)

20%以上の施設が占める割合

14.8%(R5.12) →36.4%(R6.9)

3%未満の施設が占める割合

21.2%(R5.12)→7.5%(R6.9)

3%未満の施設が占める割合

43.8%(R5.12)→13.2%

(R6.9)

3%未満の施設が占める割合

27.9%(R5.12)→5.7%(R6.9)
3%未満の施設が占める割合

72.0%(R5.12)→16.3%(R6.9)
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2021年4月1日

12月２日以降の医療機関等の窓口における
資格確認方法



各種施設類型におけるマイナンバーカードを用いた資格確認

12月２日以降の各医療機関等でのマイナンバーカードによる資格確認方法は①～③のいずれかにより実施。

① 通常のオンライン資格確認：資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
   ⇒顔認証付きカードリーダー＋マイナンバーカードと顔認証・PIN入力又は目視確認モードで本人確認

② 居宅同意取得型：モバイル端末で資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
   ⇒スマートフォン、タブレット等＋マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認（アプリのみ）で本人確認

③ 資格確認限定型：モバイル端末等で資格確認のみを行う簡素な仕組み
   ⇒スマートフォン、タブレット等＋マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認で本人確認

施設類型
オンライン資格
確認の分類

マイナンバーカードの読み取り方法（端末）
医療情報の
取得・活用

保険医療機関、薬局 ①
顔認証付きカードリーダー
※通常とは異なる動線での受付では②（スマートフォン、タ
ブレット等）を任意で導入可

○

職域診療所 ① 顔認証付きカードリーダー ○

訪問診療、訪問看護、訪問服薬指導、オンライン診療など

※令和６年12月～ 原則義務化
② スマートフォン、タブレット等 ○

経過措置の対象施設 ※⑴は適用終了

⑴システム整備中 ⑵ネットワーク環境事情
⑶訪問診療のみ ⑷改築工事中・臨時施設
⑸廃止・休止 ⑹その他特に困難な事情

①・②
顔認証付きカードリーダー
（訪問診療等の場合）スマートフォン、タブレット等
※⑵～⑹のそれぞれの期限までに導入

○

③
スマートフォン、タブレット等
※対象は⑵・⑷・⑹のみ（任意）

×

健診実施機関

③ スマートフォン、タブレット等 ×

助産所

義務化対象外施設（紙レセプト医療機関・薬局）

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施
術所 ※令和６年12月～ 原則義務化 5



医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法（1 2月２日以降）

資格確認方法 備考

①

マイナ保険証
※顔認証マイナンバーカード含む

医療情報等の提供の同意に基づくよりよい医療を受ける
ことが可能

12月２日以降、電子証明書の有効期限が過ぎても３か月
間は引き続き資格確認を受けることが可能

マイナポータル画面（PDF含む）
＋マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口でスマートフォンの画面を提示

資格情報のお知らせ
＋マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口で資格情報のお知らせの用紙を提示

② 資格確認書（・健康保険証）

資格確認書でも保険証と同様に医療を受けることが可能

マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険証の
期限が切れるまでに申請によらず職権交付

健康保険証は、12月２日以降、有効期限の範囲内で最長
１年間使用可能

※マイナ保険証の場合には、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、

特定疾病療養受療証の提示は不要。
6



【患者が提示可能な場合】

医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求（令和６年1 2月２日以降の取扱い）

マイナ保険証 マイナポータル画面

確認できた

問題なし

※マイナポータルからダウン
ロードしたPDFファイルも可

上記の方法で確認した被保険者番号等を入力して、

レセプト請求をしてください

※オンライン資格確認等システムから資格情報をダウンロード
しておくことで、事後的に被保険者番号等の確認が可能です

被保険者資格申立書

署名 山田太郎

被保険者資格申立書

＋

医療保険の
資格情報

保険者名 ●●組合

負担割合 ３割

氏名 山田花子
＋※追加で保険証の提示は

不要

※追加で保険証の

提示は不要

以下の①→②→③の順に可能な方法を選択してレセプト請求をしてください

① 患者からの聞き取りや過去の受診歴等から確認できた「現在」の被保険
者番号等を入力する

② オンライン資格確認における「資格（無効）」画面や過去の受診歴等か
ら確認できた「過去」の被保険者番号等を入力する
→資格無効の場合には喪失した「旧資格情報」で請求してください

③ 被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載
の上、被保険者番号等は不詳として「７」を必要な桁数分入力する
→資格情報なしの場合には「不詳レセプト」として請求をしてください

何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合

【初診の場合】

（事後確認）

過去の受診で
請求に必要な
資格情報を把

握していれば、
患者への口頭

確認

資格情報のお知らせ

●●組合

氏名 山田花子
負担割合 ３割

資格情報のお知らせ

受診の際
マイナ保険証が必要

＋

健康保険証
（～2025.12/1）

資格確認書
（2024.12/2～）

資格確認書
有効期限

XXXX

氏名 山田太郎
負担割合 ３割
保険者名 ●●●

マイナンバーカードを

持っていない方の場合

患者には適切な自己負担分（３割分等）の支払を求めてください

【再診の場合】

※電子証明書の有効期限

後３カ月間は資格確認可 （事後に確認）

マイナンバーカードをカードリーダーにかざすようご案内ください

7



マイナポータルでの資格情報画面

マイナポータルの画面 端末にダウンロードされるPDF
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資格情報のお知らせ（様式例） 

 

資格情報のお知らせ 
（保険者名） 

（保険者番号） 
 

あなたの加入する健康保険の資格情報を下記のとおりお知らせします。 

なお、このお知らせのみでは受診できません。 
 

記号 000 番号 00000000 

（枝番）00 

氏名 佐藤 太郎 

ﾌﾘｶﾞﾅ ｻﾄｳ ﾀﾛｳ 

負担割合（70歳以上のみ記載） ○割 

適用開始年月日 平成○年○月○日 

交付年月日 令和○年○月○日 

※ 70 歳以上の場合、負担割合のほか、有効期限、発効期日を記載。（下部の切り取り箇所も同様） 

 スマートフォンをお持ちの方は、以下の QR コードからマイナポータルにログインすることで、 

ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。 

 

－ マイナポータルへのアクセス・ダウンロードはこちら － 

          

 

 マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面

をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます（スマートフォンを

お持ちでない方は、この文書をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診い

ただけます）。 

 

 

 

資格情報のお知らせ 
 
令和○年○月○日発行 

（交付者名） 
（保険者番号）  

 
記号 000 番号  00000000  （枝番）00 
氏名   佐藤 太郎 
負担割合  ○割（70歳以上のみ記載） 

 
受診の際にはマイナ保険証があわせて必要です 

下部を切り取ってご利用いただくこともできます 
（このお知らせのみでは受診できません） 

9



被保険者資格申立書
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資格確認書と現行の保険証（国民健康保険・カード型の例）

保険証資格確認書 70歳以上の
負担割合の
発効期日を

追記
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マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書の対比表

12

マイナ保険証 資格情報のお知らせ 資格確認書

マイナ保険
証の有無

あり あり なし

対象者 マイナンバーカードを取得して保険証利用登
録をした方

マイナ保険証の保有者
※被用者保険は今年度は全加入者、それ以降は新規

加入時等に交付
※後期高齢者については、右記の暫定的な運用の間

はマイナ保険証の保有者に対しても資格情報のお
知らせを交付せず、資格確認書を交付

電子資格確認を受けることができない方
（マイナ保険証未保有者、マイナンバー
カード未保有者等）
※現行の保険証が失効する後期高齢者はマイナ

保険証の保有状況に関わらず職権交付の対象
（令和７年7月末までの暫定的な運用）

取得方法・
受取手段

自治体に交付申請、原則対面での受取 保険者が申請によらず交付 当分の間はマイナ保険証未保有者等に保険
者が申請によらず交付
（原則は申請交付）

用途・使用
方法

医療機関での資格確認時に、顔認証付きカー
ドリーダーにかざして利用
※顔認証・暗証番号入力・目視確認のいずれかで

本人確認

厳格な本人確認により、オンライン資格確認
等システムを通じて自身の医療情報等を医療
機関に提供可能

単体では受診不可。
マイナ保険証が読み取れない場合や、オン資義
務化対象外施設・経過措置対象施設でカード
リーダーが設置されておらず、オンライン資格
確認が受けられない場合等に、マイナ保険証と
併せて提示することで受診可能

医療機関での資格確認時に窓口に提示

※医療機関への自身の医療情報の提供不可

券面事項 氏名・生年月日・性別・住所
※裏面にマイナンバー

氏名、被保険者番号（負担割合）・保険者名 氏名・生年月日・性別、被保険者番号（負
担割合）・保険者名・住所

様式・素材 カードのみ Ａ４紙（右下等で切り取り可） 基本はカード型
（その他、ハガキ・Ａ４型等）

発行開始時
期

発行開始済み 令和６年12月２日～
※被用者保険は令和６年９月から開始、地域保険

（市町村国保）は基本的には保険証の期限が切れ
るタイミングで交付
※このほか、12/2以降、新規加入時や負担割合変更

時等に交付

令和６年12月２日～
※基本的な運用としては現行の保険証の有効期

限が切れるタイミング又は経過措置が終了す
るタイミングで一斉に職権交付、その他新規
加入時等に職権交付

有効期限 電子証明書は５年間
※更新時は市区町村で手続が必要、未更新のまま

だと利用登録が解除され資格確認書が職権交付

負担割合等が変わらない範囲内で利用可能
※後期高齢者等については、保険者が有効期限を設

定

最大５年で保険者が定める範囲
※更新あり
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マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応



医療機関等におけるマイナ保険証の利用時に生じる
主な事象・課題への対応

主な事象・課題

健康保険証は有効なのにマイナ
保険証で「無効」と表示される

保険資格の確認ができず10割負
担での請求を行う

顔認証付きカードリーダーが
起動しない

顔認証付きカードリーダーで
顔認証ができない

• カードリーダーの起動時の不具合は、顔認証付きカードリー
ダーやPC（資格確認端末）の日々のシャットダウン、スケ
ジューラー機能の利用により、定期的に電源のオン・オフ
（シャットダウン・再起動）を行うことで解消。

• 顔認証時の読み取りエラーは、カードを袋にいれたまま置く、
カメラに近づき過ぎる、逆光や外光の影響を受けることなど
が主な原因であり、エラー時の対応について周知。

（16,17,18ページ参照）

解決に向けた対応

電子証明書の有効期限が切れると
マイナ保険証として使えなくなる

• 電子証明書の有効期間の３か月前からJ-LISより更新手続きの
ご案内が送付されるほか、有効期限満了日まで３か月以下の
場合には顔認証付きカードリーダーの画面上で更新のアラー
ト表示を行っている。

• 本年12月より、電子証明書の有効期間満了後３か月間は、引
き続き資格確認を行えるよう対応。また、12月２日以降は、
有効期限満了日から更新なく一定期間経過した場合には、資
格確認書を職権交付。 （20,21ページ参照）

• 転職や転居等により資格変更があった際に新しい資格情報が
迅速に登録されるよう、昨年6月に省令改正を行い、資格取
得の届出から５日以内（資格変更から10日以内）にシステ
ム登録を求めているが、更に保険者に対し、迅速化を図るた
めに改善計画の策定を求め、フォローアップ調査を実施。

• オン資未登録のままマイナ保険証を使ってしまう事態を回避
するために、①データ登録までの期間の周知、②登録が終
わったことを通知する仕組みを導入。

マイナンバーカードでオン

ライン資格確認が行えない

場合には、

・「資格(無効)」画面に表

示された喪失済みの資格や

過去の受診歴から確認した

資格情報で請求を行うか、

・被保険者番号等が不詳で

も本人に資格申立書を記載

いただき「不詳レセプト」

として請求を行い、

マイナ保険証を持参した患

者に対して、紙の保険証の

提示がなくとも適切な自己

負担割合（３割等）の支払

を求めるよう周知。

（19ページ参照）

令和６年７月３日

資料２第180回社会保障審議会
医療保険部会
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医療機関等におけるマイナ保険証の利用時に生じる
主な事象・課題への対応

主な事象・課題

高齢者がうまくマイナ保険証を使
えない、暗証番号を忘れて入力で
きない

顔認証付きカードリーダーがクリ
ニックに１台しかないので待合室
が混雑する

資格確認時に表示された情報に
「●」が出る

通常の受付窓口以外で対応する方
式（ドライブスルー形式等）を
とっている薬局では、１台のカー
ドリーダーで対応することになり、
マイナ保険証での受付が困難

• 暗証番号の入力や顔認証が困難な場合には、目視モードによる資格確認も可能
であり、引き続き周知。また、今後、来年３月を目途としたシステム改修によ
り、窓口での目視モードの操作を簡便化。 （22ページ参照）

• 暗証番号を３回誤入力した場合でも、顔認証や目視モードの対応が可能。また、
暗証番号を設定しない顔認証カードでもマイナ保険証としての利用が可能。

• 令和５年度補正予算によるカードリーダーの増設補助を通じて、対象となる
施設（※）では増設が可能。補助の要件としている利用件数の判定期間を本
年３月から11月に延長。（23ページ参照）

   ※ 昨年10月～本年11月のいずれかの月のマイナ保険証の利用件数が500件以上の施設が対象

• 同意の画面操作について、本年10月に包括同意等を改善。

• 医療機関等の窓口において資格確認ができない場合として、居宅同意取得型
（※）を活用したマイナ保険証による受付が可能。運用について９月に提示。

    ※ 診療／薬剤情報等の照会可能期間は、外来・往診と同様の取扱いとし、同意情報登録後24時間。

• 医療機関等へのマニュアルで示しているとおり、カナ氏名を確認することに
よる受付や、「●」表記のままでもレセプト請求が可能であり、「●」表記
のままや漢字に置き換えても返戻されない。（28ページ参照）

• 上記を再周知するとともに、レセコンやオンライン資格確認等システム、保
険者システムの文字コードの違いを踏まえつつ、よく「●」表記となる漢字
から修正を検討。

解決に向けた対応

※不具合等でお困りの際は、オンライン資格確認等コールセンター（0800-080-4583：通話無料）までお問い合わせ下さい。

過去に別人との紐付け誤りが報じ
られたこともあり、安心してマイ
ナ保険証を利用できない

• 全ての登録済みデータ（1.6億件）について、住民基本台帳情報との突合を完
了し、そのうち確認が必要なデータについて保険者等による確認作業も完了。

• 新規加入者の登録時に全てのデータについて住民基本台帳情報と突合する
チェックシステムの仕組みを本年５月から実施。

令和６年７月３日
資料２

（一部更新）第180回社会保障審議会
医療保険部会

（26,27ページ参照）
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顔認証付きカードリーダーの簡単チェックシート（統合版）

※別途、カードリーダーのメーカー各社に対応した
チェックシートもポータルサイトに掲載中
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トラブルシューティング編

17※トラブルシューティング編のダウンロード方法はP36を参照

011

！
受付窓口にご連絡ください
職員は院内のLANケーブル
接続状況を確認してください
【011：ネットワークエラー】

！

※拡大図
(表示イメージ)

顔認証付きカードリーダー管理画面

管理画面

ネットワークエラー

XXXX

ネットワークエラー状態：

職員は院内のLANケーブル接続状況を確認し
てください。【011：ネットワークエラー】

※拡大図(表示イメージ)

• エラーコードは資格確認端末（PC）または、顔認証付きカードリーダーに表示されます。
※表示される場所、表示される内容はメーカーにより異なります。

• トラブルシューティング編を確認し、エラーコードに沿った原因を把握、対処法を実施してください

表示イメージ（資格確認端末（PC））

表示イメージ（顔認証付きカードリーダー）



チャットボット（シカク君）

URL：https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index

※チャットボットを利用したエラー等の原因・解消方法はP37を参照

チャットボットにエラーコードを入力することで、
原因・対処法がわかります
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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応
（令和６年12月２日以降の取扱い）

有効な保険資格を有する方がマイナンバーカードを提示した際に適切な自己負担分（３割分等）の支払で必要な保険診療を受けられるようにするた
め、以下のご協力をお願いします。

【患者の皆様へのお願い】
○ 医療機関・薬局がレセプト請求を行うために必要な情報の提供に、ご協力をお願いします。

【医療機関・薬局へのお願い】
○ 被保険者番号などがわからなくても、レセプト請求を可能とするため、診療報酬請求を行うための必要な情報を患者から収集するなど、

一定の事務的対応にご協力をお願いします。

【保険者等の皆様へのお願い】
○ 不詳レセプト等に対する特定作業において、審査支払機関から照会がある場合は必要な協力をお願いします。

※１ 顔認証付きカードリーダーで顔認証等がうまくいかない場合には、モードを切り替えて、医療機関・薬局の職員の目視により本人確認を行っていただくことも可能です。
※２ その場で又は事後的にシステム障害時モードを立ち上げて、資格確認をしていただくことも可能です。

何らかの事情でその場で資格
確認を行えないケース

資格確認※１・２ 窓口負担 レセプト請求 医療費負担

【可能であれば、いずれかとマイナン
バーカードの提示による資格確認をお
願いします】

・ マイナポータルの資格情報画面
（ダウンロードしたものを含む。）
（患者自身のスマートフォンで提示
可能な場合）
・ 資格情報のお知らせ
（患者が持参している場合）
※喪失していない資格情報か、患者に口頭で確

認願います。

【上記の方法により資格確認できない
場合】

・ 受診等された患者の皆様に、被保
険者資格申立書の記入をお願いし
ます。

※過去に当該医療機関等への受診歴等があ
る患者について、その時から資格情報が変わっ
ていないことを口頭で確認し、被保険者資格
申立書に記載すべき情報を把握できている場
合には、被保険者資格申立書の提出を求め
る必要はありません。

１．現在の資格情報の確認がで
きた場合は、当該資格に基づき
請求をお願いします。

２．１が困難な場合でも、過去
の資格情報（保険者番号や
被保険者番号）が確認できた
場合には、当該資格に基づき
請求をお願いします。

３．１・２のいずれも困難である

場合には、保険者番号や被保

険者番号が不詳のまま、請求を

行ってください。

※ この場合、診療報酬等のお
支払いまでに一定の時間をい
ただくことがあります。

患
者
自
己
負
担
分
（
３
割
等
）
を
受
領

・ 受診等された患者が加入し

ている保険者が負担します。

※ 過去の資格情報に基づき請

求されたレセプトや、資格情報

不詳のままで請求されたレセプト

についても、審査支払機関にお

いて、可能な限り直近の保険者

を特定します。

・ 最終的に保険者を特定で

きなかった場合には、災害等

の際の取扱いを参考に、保

険者等で負担を按分します。

１．「資格（無効）」、「資格情報なし」と
表示された場合

※ 保険者による迅速かつ正確なデータ
登録を徹底するとともに、データ登録が
行われないまま、マイナ保険証で受診す
ることがないよう、加入者等に対して情報
提供する等により、こうした事象自体を
減らします。
※ 自衛官は12/2以降オンライン資格確
認対象になりますが、日雇特例被保険
者は対象外となりますのでご留意ください。

２．機器不良等のトラブルによりオンライン
資格確認ができない場合
（例）
・顔認証付きカードリーダーや資格確認端末
の故障
・患者のマイナンバーカードの不具合、電子
証明書の更新忘れ（12/2以降は資格確
認は３カ月間は可能）
・停電、施設の通信障害、広範囲のネット
ワーク障害など

R5.7.10発出通知別添１

（一部改変）
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期間に関する対応

• 有効期間満了日の３か月前から、本人の元に地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から、更新手続の

案内の封書が送付されている。

• 有効期間満了日まで３か月以下となった場合には、医療機関・薬局での資格確認の際に、顔認証付きカー

ドリーダーの画面上で、市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出す機能を設けた。

これまでの対応

• 本年１２月より、電子証明書の有効期間満了日から３か月の間は、通常どおり暗証番号の入力や顔認証等

により本人確認を行うことを前提として、手元にあるマイナンバーカードを活用してオンライン資格確認

を行うことができるよう、必要なシステム改修を実施。

• １２月２日以降は、電子証明書の有効期間満了日から一定期間を過ぎても、なお更新手続が行われない場

合には、本人からの申請によらず、医療保険者等から資格確認書を交付。

今後の対応
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※有効期限３カ月後以降は、マイナポータルからDLした資格情報画面（PDF）か、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを併せて提示することで受診可能

電子証明書の有効期限の状況に応じたマイナ保険証の利用

12月２日以降、電子証明書の有効期限が切れても３カ月間は引き続きオンライン資格確認が可能であり、有効期限切

れ３カ月後までに保険者から資格確認書を職権で交付。

※有効期限が切れて電子証明書が失効しても、マイナンバーカード本体や資格情報自体は引き続き有効。

有効期限

３カ月前

有効期限

（カード発行から5年後）

有効期限

３カ月後

J-LISから更新の

封書案内

顔認証付きカードリーダーで

有効期限前の更新アラート表示

オンライン資格確認等システムを通じた資格確認

＋医療情報等の同意に基づく提供

オンライン資格確認等システム

を通じた資格確認のみ

（医療情報等は提供不可）

→ 引き続き医療機関等で受診可

オンライン資格確認等システムを

通じて資格確認不可

→ 職権交付された資格確認書で

受診可

医療機関等

での利用

電子証明書

の更新案内

※電子証明書の更新をすれば、再度

医療情報等の提供の同意可能に

※マイナ保険証として使用するには、

電子証明書を更新した上で再び利用

登録が必要

顔認証付きカードリーダーで

有効期限後の更新アラート表示

自治体窓口で電子証明書の更新

顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証を利用可能

資格確認書の

職権交付
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目視モードの改善

• 顔認証付きカードリーダーで「顔認証」や「暗証番号」入力ができない場合、「目視確認」による本人確認が可能。

• 現在の「目視確認」の実施にあたっては、複数回（カードリーダーと資格確認端末との間を少なくとも３往復する）の資
格確認端末の操作が発生し、顔認証付きカードリーダーと資格確認端末の間を行き来する必要があるため、医療機関職員
にかかる負担が大きいことが課題。

• 上記課題の解決のため、顔認証付きCRの本人確認画面において、職員が顔認証付きCRを操作し、その場で目視確
認・医療機関等に個別に設定された目視モード用のパスワード（マイナンバーカードの暗証番号ではない）の入力
を行う運用に改善（令和７年３月を目途に導入予定）。

→ 顔認証や暗証番号と同様の流れで本人確認を実施できるため、医療機関等の職員による資格確認端末の操作
（目視モードの切り替え）やレセコンの改修が不要。改修作業は顔認証付きカードリーダーのみ。

※ 目視確認を行った場合、当該患者について目視による本人確認を行ったことをオンライン資格確認等システム上で記録し、資格確認端末で確認可能。

現行の運用手順 見直し後の運用イメージ
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マイナ保険証利用件数が多い医療機関・薬局について、顔認証付きカードリーダーの増設を支援

○補助内容

2023(R5)年10月から2024(R6)年11月までのいずれかの月のマイナ保険証の月間利用件数の総数が500件以上の機関

については、顔認証付きカードリーダー１台の増設に要した費用の一部を補助する。

なお、病院については、以下の条件に応じ、顔認証付きカードリーダー最大3台まで、増設に要した費用の一部を

    補助する。

○補助対象・補助率

顔認証付きカードリーダー・資格確認端末の購入費用・工事費に対して１／２補助｡

マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援について

医療機関・薬局における顔認証付カードリーダー増設の支援

利用件数
機 関

500～999件 1,000～1,499件 1,500～1,999件
※1台運用機関1,500件以上

2,000～2,499件
※2台運用機関2,000件以上

2,500件以上

1台の無償提供を受けた施設 １台 ２台 ３台 － －

2台の無償提供を受けた施設 － １台 ２台 ３台 －

3台の無償提供を受けた施設 － － １台 ２台 ３台

診療所
薬局

１台

275,000
病院

１台 ２台 ３台

275,000 450,000 625,000

〔補助上限額〕

補助金の申請期限は令和７年２月1日ですが、カードリーダーの生産には注文から２～３か月ほどかかるため、
12月に向けて、今のうちからの増設のご検討をいただくことが重要です。
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⚫ 医療機関・薬局におけるオンライン資格確認（居宅同意取得型、資格確認限定型）の利用に必要な
費用を支援する。

１．事業内容

オンライン資格確認に対する財政支援（社会保障・税番号制度システム整備費等補助金）

⚫ 令和7年2月1日まで

3．補助金の申請期限

使用するオンライン
資格確認

業態等 補助対象 補助上限額 補助率

居宅同意取得型

訪問診療、訪問歯科診療、
訪問服薬指導（薬剤管理
指導）、往診等

レセコン改修等費用
モバイル端末等購入費用

病院：41.1万円まで
大型チェーン薬局：8.5万円まで
診療所、薬局（大型チェーン薬局以外）：12.8万円まで 病院、大型チェーン薬局

1/2

診療所、薬局（大型
チェーン薬局以外）
3/4

オンライン診療、オンライン服
薬指導

レセコン改修等費用
病院：39万円まで
大型チェーン薬局：6.5万円まで
診療所、薬局（大型チェーン薬局以外）：9.7万円まで

外来診療等（通常とは異な
る動線）

レセコン改修等費用
モバイル端末等購入費用

病院：41.1万円まで
大型チェーン薬局：8.5万円まで
診療所、薬局（大型チェーン薬局以外）：12.8万円まで

資格確認限定型

健診実施機関等、助産所、
義務化対象外施設、経過措
置対象施設（届出の２号、
４号、６号の事由に限る）

モバイル端末、
汎用カードリーダー等

購入費用

3.1万円まで 3/4

受領委任払いを行う柔整・
あはき施術所等

4.1万円まで ー

２．補助対象業態・内容

※ 各業態等の補助の詳細については、医療機関等向け総合ポータルサイト、施術所等向け総合ポータルサイトをご確認ください。

※ オンライン診療等と外来診療等（通常とは異なる動線）は同様のシステムとなるため、どちらかでシステム改修を行っている場合は追加での改修は不要です。

※
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医療費助成の受給者証・診察券とマイナンバーカードの一体化に係る
デジタル庁補助金の要件見直し
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これまでの顔認証付きカードリーダーの画面遷移

③顔の撮影、又は暗証番号を入力
【患者】

⑤資格確認等が完了
【患者】

④診療/薬剤情報・特定健診情報等の閲覧同意を選択
【患者】

②本人確認方法を選択
【患者】

①マイナンバーカードを置く
【患者】

同意取得 ※高額療養費制度を利用する方のみ完了

本人確認来院

同意取得

⑥提供する情報 (限度額情報等)を選択
【患者】

選択した場合

26



顔認証付きカードリーダーの同意画面の改善

限度額適用認定証情報の提供同意画面の省略と、医療情報等の包括同意について、本年10月７日よりリリース開始。

１．限度額適用認定証情報の提供同意画面の省略 ２．薬剤情報等の提供同意の包括同意

どちらか

手術歴 診療・薬 薬 健診

同意方法の確認

過去の医療情報等の提
供 に 同 意 します か 。
【 手 術 ／診療、 お薬
／健診】

全て同意する

個別に同意する

●●××様
確認が完了しました。

終了する場合は、マイナ
ンバーカードを取り出し

てください。

高額療養費制度を利用す
る方はこちら

限度額情報を提供します
か。

提供する

提供しない

現行

見直し後

●●××様
確認が完了しました。

終了する場合は、マイナ
ンバーカードを取り出し

てください。 表示を省略し、
同意不要に

３画面分の同意を
この１画面で

まとめて取得可能に

※個別同意時には現行の画面遷移

令和６年９月30日

資料２第183回社会保障審議会
医療保険部会
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資格確認結果の取扱い
（医療機関等向けオンライン資格確認等システム 運用マニュアル抜粋）

28
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2021年4月1日

12月２日に向けた国民向けの周知広報について



患者向け医療機関等の窓口における資格確認方法の周知広報

患者向けの医療機関等の窓口における資格確認方法について新たにリーフレットを作成し、12月２日以降の取扱いに

ついて周知を図っていく。
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マイナ保険証・資格確認書の周知広報

高齢者等に向けたリーフレットも新たに作成し、12月２日以降の取扱いについて周知を図っていく。

31https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318318.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318318.pdf


マイナ保険証・資格確認書の周知広報

10月24日以降、政府広報と連携して新聞広告を実施。
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参考資料
（マイナ保険証を利用した際の資格確認の結果）
（トラブルシューティング編のダウンロード方法等）



患者の最新の資格情報の確認結果（マイナ保険証と健康保険証の対比）

マイナ保険証と現行の保険証とでオンライン資格確認を行った場合に、資格確認ができなかった割合や資格無効と

なった割合を比較すると、マイナ保険証の方が小さく、いずれの結果からもマイナ保険証の方がより正確に最新の資

格を確認できていると考えられる。

1 0 / 1 4～1 0 / 2 0の資格確認結果

資格確認ができなかった割合 資格無効の割合

保険証によるオンライン資格確認
（レセコンから照会）（※１）

1.93% 1.62%

保険証によるオンライン資格確認
（資格確認端末の画面から照会）（※２）

11.11% 2.03%

マイナンバーカードによるオンライン資格確認 0.20% 0.29%

（※１）既に医療機関等のレセコンに登録されている患者の資格情報の有効性をオンライン資格確認等システムを通じて確認するもの

（※２）保険証の券面の情報から当該保険証の有効性をオンライン資格確認等システムを通じて確認するもの

【参考：最新の資格を確認できなかった場合の例】

資格確認方法 資格確認ができなかった（資格情報なし） 資格無効

保険証

医療機関等の職員が保険証の券面で確認した被保険者番号等を
資格確認端末に手入力するなどにより、照会した情報に誤りが
ある場合
転居・転職で保険者の資格情報登録遅れ・漏れの場合

転居・転職で資格が喪失したにもかかわらず、無効な
保険証を持参した場合

マイナンバーカード
保険者にて該当被保険者の資格情報等を削除している場合
DV等により資格情報の表示を停止している場合等

転居・転職で、保険者の加入手続き中や情報登録遅れ
等があり、喪失後の新たな資格が確認できない場合

マイナンバーカードの場合は、「資格無効」等と表示され有効な資格が確認できなくても、医療機関等が

旧保険者等に対して請求することで、適切な負担割合（3割等）で受診可能。
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マイナ保険証の効果（レセプト返戻の減少）

審査支払機関から医療機関等に対するレセプト返戻の理由について、記号・番号の誤りや該当者なしといったものが

多く見られる中で、マイナ保険証の利用率が高い施設の方がレセプト返戻があった施設割合が減少しており、マイナ

保険証の利用がレセプト返戻の減少の要因の１つと考えられる。

※ひと月のオンライン資格確認を行った人数がレセプト枚数以下となる施設を対象に集計

R 6 . 1～R 6 . 3の理由別レセプト返戻件数（資格返戻）

（参考）医療機関等にレセプトが返戻されるケース

審査支払機関での受付時 保険証回収後の受診が確認され、変更後の資格（新資格）が判明しないケース（12月２日以降はこの返戻は廃止）

保険者等の資格点検時 保険者等に送付されたレセプトに記録された資格情報等に誤りがあるケース

再審査請求時
審査支払機関でのレセプト受付時に新資格が判明せず、レセプトに記載された旧保険者等にレセプトが送付された
際に、当該旧保険者等が審査支払機関に再審査請求を行い、その時点でも新資格が判明しないケース

R 5 . 1 0～R 6 . 2のマイナ保険証の利用率ごとの平均施設数と

返戻施設割合（0 %施設を含む）

６～９％

の施設

９～12％

の施設

12～15％

の施設

返戻理由 R6.1 R6.2 R6.3

【
資
格
返
戻
】

記号・番号の誤り 25,186 22,061 20,570

認定外家族 9,344 7,598 7,858

該当者なし 10,458 9,104 8,445

旧証によるもの 1,399 1,123 1,062

本人・家族等誤り 7,745 6,939 6,413

資格喪失後の受診 8,137 6,896 6,730

給付期間満了 161 114 105

患者氏名の誤り 51 41 48

後期高齢者該当 89 54 60

性別の誤り 3,376 2,794 2,602

国保該当 1 0 0

生年月日の誤り 5,692 5,016 4,567

合計 71,639 61,740 58,460

０～３％

の施設

３～６％

の施設

マイナ保険証の利用率ごとの施設区分

15％～

の施設
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トラブルシューティング編のダウンロード方法

①医療機関等向け総合ポータルサイトの「外来診療等【顔認証付きカードリーダー】」＞「手順書・マニュアル」の

一覧「３ｰ① 業務の流れや留意事項等について知りたい方はこちら」をクリック

②「F トラブルシューティング編」をクリック

※医療機関等向け総合ポータルサイトの「「手順書・マニュアル」の一覧」はこちら

※クリックすると、自動でダウンロードが始まります

1
2
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チャットボットを利用したエラー等の原因・解消方法

①「カードリーダーが正常に動作しない」をクリック

②【エラーコードから検索する場合】は、「エラーコードを入力」をクリック（P38ページ参照）

②【メーカーから検索する場合】は、顔認証付きカードリーダーメーカーを選択（P39ページ参照）

1

2

【エラーコードから検索する場合】2

【メーカーから検索する場合】
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チャットボットを利用したエラーの原因・解消方法（エラーコードから検索する場合）

③「エラーコードの入力」をクリック

④表示されたエラーコード（3桁の数字）を入力、入力後「➢（送信ボタン）」をクリック

⑤原因と対処法が表示される

3

4

5
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チャットボットを利用したエラーの原因・解消方法（メーカーから検索する場合）

③利用している顔認証付きカードリーダーメーカーをクリック

④発生しているエラーの内容をクリック

⑤原因と対処法が表示される

3

4

5
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お問い合わせ先

オンライン資格確認に関する不明点等があれば、以下お問い合わせ先にお願いいたします。

1. 医療機関等向け総合ポータルサイト：
https://iryohokenjyoho.service-now.com
/csm?id=csm_index
※画面右下の「シカク君」がご質問にお答えします

2. オンライン資格確認等コールセンター：0800-080-4583（通話無料）
（月～金：8:00-18:00、 土：8:00-16:00 ※いずれも祝日を除く）

3. オンライン資格確認等問合せフォーム：
https://iryohokenjyoho.service-
now.com/csm?id=com_med_inquiry

問い合わせ先

医療機関等向け総合
ポータルサイト

二次元バーコード

オンライン資格確認等
問い合わせフォーム
二次元バーコード
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